
令和７年（２０２５年）４月１日 

 

令和７年度（２０２５年度）玉名工業高等学校運動部活動に係る活動方針 
 

１ 本校の運動部活動 

 男子：野球部、サッカー部、バスケットボール部、バレーボール部、ソフトテニス部 

卓球部、柔道部、剣道部、弓道部、山岳・スキー部、陸上競技部、空手道部（休部） 

ソフトボール部、レスリング部、バドミントン部、ハンドボール部、テニス部 

水泳部、ボクシング部、ダンス愛好会 

 女子：ソフトテニス部、卓球部、剣道部、弓道部、陸上競技部、空手道部（休部） 

バドミントン部、ダンス愛好会 

 

２ 目標 

（１）生徒が豊かな学校生活を送りながら、人格的に成長していくという運動部活動の基

本的意義を踏まえ、生徒の運動技術・体力の向上はもちろん、自主性や協調性、責任

感、連帯感などの育成を目指す。 

（２）部員同士が同じ目標に向かって努力し、自己を高め合う過程において、豊かな人間

関係の構築をはかり、また、目標を達成したときの喜びを味わうなかで自己肯定感を

高める機会とする。 

 

３ 練習日、練習時間 

（１）練習日 

ア １週間の練習日は、５日以内とし、土曜日及び日曜日（以下、「週末」という。）

は少なくとも１日以上を休養日とする。週末に大会参加等で活動する場合は、あら

かじめ該当週又は次週に振替休養日を設けることとする。 

イ 定期試験の１週間前からは、原則活動を中止する。ただし、直近（２週間以内）

に公式戦がある部は事前に特別練習許可願を提出し、校長の承認を得ることとする。 

ウ 夏季休業中の閉庁日は、練習しないこととする。ただし、公式戦等がある部に関

しては、事前に申し出を行い、校長の承認を得ることとする。 

（２）練習時間 

ア 準備・片付け等を除き、平日は長くとも２時間程度（学期中の週末も含む）、休

業日は３時間程度とする。 

イ 完全下校時間を厳守する。 

（３）完全下校時間 

  男子：平日           ２０：００ 

     休業日及び長期休業期間  １８：３０ 

  女子：平日           １９：３０ 

休業日及び長期休業期間  １８：３０ 

（４）共通の休養日 

  ア 定期試験前および定期考査中の一定期間 

     １学期中間考査  ５月７日（水）～ ５月１５日（木）  ９日間 

１学期期末考査  ６月１７日（火）～ ６月２６日（木） １０日間 

２学期中間考査  ９月２３日（火）～１０月 １日（水）  ９日間 

２学期期末考査 １１月１８日（火）～１１月 ２７日（水） １０日間 

学年末考査    ２月 ２日（月）～ ２月１２日（木） １１日間 

    ※ただし、（１）のイに該当する場合においては、事前に特別練習許可願を 

提出し、校長の承認を得て行うこととする。なお、試験日の変更があった 

場合は上記の期間を変更する。 



イ その他 

     夏季学校閉庁日  ８月１２日（火）～１５日（金）    ４日間 

（５）上記（１）及び（２）の基準を超えた練習日・練習時間 

ア 休養日 

競技の特性や部員数、練習場所確保の観点から、次の運動部については、生徒の

能力・適正や、健康・安全に十分配慮することにより、休養日を週当たり１日以上

とする。 

※ただし、年間を通して、休養日の割合が週２日程度になるよう配慮し調整する。 

  イ 練習時間 

競技の特性や部員数、練習場所確保の観点から、次の運動部については、平日で

は３時間程度、休業日では４時間程度を上限として活動する。ただし、週当たりの

練習時間は１６時間未満を目安とすること。 

ウ その他 

大会スケジュール等により、練習時間の延長や朝練習の実施ができるものとするが、

この場合、希望する運動部は事前に校長の承認を得ることとする。 

 

４ 練習試合、合宿等 

練習試合や合宿等の実施にあたっては、運動部顧問が１週間前までに練習相手、試

合日、場所、時間、引率等について明記した練習試合・合宿届を校長に提出し、承認

を得ること。 

 

５ 運動競技会への参加 

運動競技会への参加は、高体連、高野連主催大会を原則とするが、その他の団体が

主催する大会への参加については、事前に校長の許可を得ることとする。なお、いず

れの場合も運動部顧問は、１週間前までに大会名、主催者、大会期日、会場、引率等

を明記した運動競技会参加計画書を校長に提出し、承認を得る。 

 

６ その他 

（１）運動部活動顧問会議 

  ア 年度始めに顧問会議を実施し、共通理解を図る。 

  イ 定期的に部長会、部活動集会等を開催し、目標の共通理解を図り、部活動の活性 

化につなげる 

（２）部費の徴収について 

  ア 部費等、取扱いについては公費に準ずることとし、適切に管理する。 

  イ 決算報告については、校長に提出し、保護者に報告する。 

（３）その他 

ア 運動部顧問は、年間の活動計画並びに毎月の活動計画及び活動実績を活用し、

日々の活動状況等を把握するとともに、生徒理解に努める。また、学校のホームペ

ージに、活動計画や活動状況を掲載し、保護者の部活動への理解と協力を得ること

ができるように努める。 

  イ 生徒を対象とした研修（普通救命講習等）を実施し、安全活動の推進を図る。 


